
様式３（営業停止処分個票）

：

１．処分を受けた建設業を営む者に関する事項

２．処分に関する事項

処 分 の 内 容

処 分 の 原 因
と な っ た 事 実

刑法違反（公契約関係競売入札妨害罪）

　弥富建設株式会社の代表取締役は令和７年５月から同年６月までの間、弥富市役所において執行された３件の工事の入札に関
し、偽計を用いて公の入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和８年３月に名古屋簡易裁判所から
公契約関係競売入札妨害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
　　このことは、建設業法第28条第１項第２号及び第３号に該当する。

そ の 他 参 考
と な る 事 項

建設業法第28条第３項に基づく営業の停止

１　停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
（注１）「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
（注２）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）
又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

２　停止を命ずる期間
令和８年７月18日から令和９年７月17日までの１年間

処 分 年 月 日 2026/7/3 処 分 を 行 っ た 者 愛知県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第３項（同条第１項第２号及び第３号該当）

主 た る 営 業 所
の 所 在 地

弥富市鯏浦町西前新田67

許 可 番 号
愛知県知事許可（特－３）第18532号

許可を受けている
建 設 業 の 種 類

般 －

特 － 土、建、と、舗、水、解

商 号 又 は 名 称 弥富建設株式会社 代 表 者 氏 名 犬飼　将清

令和 8 年

監 督 処 分 庁 愛知県



様式３（営業停止処分個票）

：

１．処分を受けた建設業を営む者に関する事項

２．処分に関する事項

処 分 の 内 容

処 分 の 原 因
と な っ た 事 実

刑法違反（公契約関係競売入札妨害罪）

　株式会社佐藤工務店の代表取締役は令和７年５月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札
で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和８年３月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害
罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
　このことは、建設業法第28条第１項第２号及び第３号に該当する。

そ の 他 参 考
と な る 事 項

建設業法第28条第３項に基づく営業の停止

１　停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
（注１）「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
（注２）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）
又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

２　停止を命ずる期間
令和８年７月18日から令和９年７月17日までの１年間

処 分 年 月 日 2026/7/3 処 分 を 行 っ た 者 愛知県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第３項（同条第１項第２号及び第３号該当）

主 た る 営 業 所
の 所 在 地

弥富市鯏浦町西前新田21

許 可 番 号
愛知県知事許可（般・特－８）第19号

許可を受けている
建 設 業 の 種 類

般 － 電、管、塗

特 －
土、建、大、と、舗、防、内、園、
具、水、解

商 号 又 は 名 称 株式会社佐藤工務店 代 表 者 氏 名 佐藤　誠

令和 8 年

監 督 処 分 庁 愛知県



様式３（営業停止処分個票）

：

１．処分を受けた建設業を営む者に関する事項

２．処分に関する事項

処 分 の 内 容

処 分 の 原 因
と な っ た 事 実

刑法違反（公契約関係競売入札妨害罪）

　大浜建設株式会社の代表取締役は令和７年５月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入札で
契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和８年３月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨害罪
により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
　このことは、建設業法第28条第１項第２号及び第３号に該当する。

そ の 他 参 考
と な る 事 項

建設業法第28条第３項に基づく営業の停止

１　停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
（注１）「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
（注２）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）
又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

２　停止を命ずる期間
令和８年７月18日から令和９年７月17日までの１年間

処 分 年 月 日 2026/7/3 処 分 を 行 っ た 者 愛知県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第３項（同条第１項第２号及び第３号該当）

主 た る 営 業 所
の 所 在 地

弥富市前ヶ須町午新田569

許 可 番 号

愛知県知事許可（般・特－３）第42545号

許可を受けている
建 設 業 の 種 類

般 － 土、管、舗

特 －
建、大、左、と、石、屋、タ、鋼、
筋、板、ガ、塗、防、内、絶、具、
解

商 号 又 は 名 称 大浜建設株式会社 代 表 者 氏 名 水谷　吉文

令和 8 年

監 督 処 分 庁 愛知県



様式３（営業停止処分個票）

：

１．処分を受けた建設業を営む者に関する事項

２．処分に関する事項

処 分 の 内 容

処 分 の 原 因
と な っ た 事 実

刑法違反（公契約関係競売入札妨害罪）

　有限会社服部工務店の元代表取締役は令和７年６月に弥富市役所において執行された工事の入札に関し、偽計を用いて公の入
札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をしたとして、令和８年３月に名古屋簡易裁判所から公契約関係競売入札妨
害罪により罰金の略式命令を受け、その刑が確定している。
　このことは、建設業法第28条第１項第２号及び第３号に該当する。

そ の 他 参 考
と な る 事 項

建設業法第28条第３項に基づく営業の停止

１　停止を命ずる営業の範囲
建築工事業に関する営業のうち、公共工事に係るもの
（注１）「建築工事業に関する営業」とは、注文者から建築一式工事を請け負う営業をいう。
（注２）「公共工事」とは、国、地方公共団体、法人税法（昭和40年法律第34号）別表第一に掲げる公共法人（地方公共団体を除く。）
又は建設業法施行規則（昭和24年建設省令第14号）第18条に規定する法人が発注者である建設工事をいう。

２　停止を命ずる期間
令和８年７月18日から令和９年７月17日までの１年間

処 分 年 月 日 2026/7/3 処 分 を 行 っ た 者 愛知県知事

根 拠 法 令 建設業法第28条第３項（同条第１項第２号及び第３号該当）

主 た る 営 業 所
の 所 在 地

弥富市鯏浦町浦六115－１

許 可 番 号
愛知県知事許可（般－３）第42590号

許可を受けている
建 設 業 の 種 類

般 －

土、建、大、左、と、石、屋、電、
管、タ、鋼、筋、舗、浚、板、ガ、
塗、防、内、絶、通、園、具、水、
解

特 －

商 号 又 は 名 称 有限会社服部工務店 代 表 者 氏 名 服部　和代

令和 8 年

監 督 処 分 庁 愛知県


